
令和７年度 第２回 名張市空家等対策推進協議会 事項書 

 

日時：令和７年８月２８日（木） 

１４時から１６時まで（予定） 

                     場所：名張市役所 ２階 庁議室 

１．あいさつ 

 

２．議事 

 

（１）「第２次 名張市空家等対策計画」の策定に向けた取組について（報告） 

 【資料 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①パブリックコメント実施について 

 

 

    ②第２次 名張市空家等対策計画（素案）について 

 

 

（２）令和７年度 空家等助成及び取組について（報告） 【資料２】 

 

 

３．その他 

 

 

次回の協議会（予定）令和８年１月  日（  ）  時～ 

スケジュール（令和６年度 第１回 名張市空家等対策推進協議会 

（令和６年５月２７日開催）資料より一部抜粋）） 

【令和７年度】 

 令和７年５月：第２次空家対策計画案の報告・協議 

        アンケート調査結果の報告 

     ８月：第２次空家対策計画最終案の報告・協議 

       パブリックコメント実施の事前報告 

 令和８年１月：パブリックコメント実施結果の報告 

        第２次空家対策計画の報告 

        ※パブリックコメントの結果により、必要に応じ１月～２月 

の間に追加で開催を予定しています。 



選出根拠 職　　名 氏　　名

市長 北川　裕之

（１）地域住民の代表者 名張市地域づくり代表者会議 田畑　純也

（２）法務に関する有識者 三重県司法書士会 村上　眞吾

名張市総務部副参事（弁護士） 吉山　知代

（３）不動産に関する有識者
特定非営利活動法人名張空き家相談センター
理事長

森　孝司

三重県宅地建物取引業協会
伊賀支部  支部長

井上　隆稔

（４）建築に関する有識者 三重県建築士事務所協会 森本　景二

（５）福祉に関する有識者
名張市社会福祉協議会
地域福祉課　生活支援係　係長

中川　久美子

名張市子育てサークル連絡協議会
会長

八木 美由起

（６）文化に関する有識者
名張・まちづくりの会
理事

岩見 勝由

（７）市職員 名張市地域環境部長 野口　泰弘

名張市都市整備部長 伊集院　時仁

（８）その他市長が必要と認める者
名張商工会議所
女性会　副会長

東　敦子

名張市空家等対策推進協議会　委員名簿

令和7年8月28日現在



名張市空き家対策等　総合スケジュール

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

〇 〇 〇 〇

現計画の取組施策・
事業の評価

空き家を取り巻く
社会情勢の整理

名張市における空き家
対策の課題の整理

第２次空き家対策計画
構成案の検討

計画・資料収集・
机上調査

空家候補地現地調査

空き家台帳・データベース・
報告書作成

計画素案の作成

庁内合意、議会説明

パブリックコメント

計画の決定、
市民への啓発、
国への送付

他市町の動向・状況調査

支援法人の活用等の整理

指定の基準等の整理

指定の基準案等の作成

要綱案の作成

庁内合意、議会説明

名張市空家等管理活用支援
法人事前作業

名張市空家等管理活用支援
法人の指定等に関する事務取
扱要綱の策定

名張市空家等管理活用支援
法人制度の運用開始

令和６年度 令和７年度

6月 7月 8月

全地域代表者への説明
(地域づくり代表者会議)

内容

空家対策推進協議会

第２次空き家対策計画策定
準備作業

第２次空き家対策計画
の作成

空き家実態調査

空き家に係るアンケート調査
（所有者等）

Ｒ8
年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 4月10月 11月 12月 1月 2月 3月

予定変更

予定変更



令和７年度 空家等助成及び取組について 

１．空家等助成 

 

報道関係者 各位 

空き家に関する補助金の受付開始について 

リノベーションで最大１２０万円！除却で３０万！ 
①移住促進のための空家リノベーション支援事業 

市外からの移住者に向け、市内の１年以上使われていない空き家を改修する費用に

対して改修費用の３分の１以内、最大１００万円(※) 

※１ 子育て世帯（最大 １２０万円） 

（１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者を含む世帯） 

※２ 三重県外からの移住の場合（最大 ２５万円を加算） 

・募集期間：令和７年５月１２日（月）から令和７年１１月２８日（金）まで 

  →令和７年６月４日（水）にて、受付終了 

 

②特定空家等及び不良空家除却費補助金 

安心・安全な住環境づくりを進めるため、市内の老朽化し危険な空家等の除去を行

う方に除去費用の一部（上限３０万円）を補助します。不良空家に該当する物件かど

うかは市が事前判定を行います。 
・募集期間：令和７年５月１２日（月）から令和７年１１月２８日（金）（※）まで 
※事前判定申請は令和７年１１月１４日（金）を目途に終了 

 
各事業ともに予算がなくなり次第受付を終了します。 
・予算 ①５２０万円 ②２１０万円 

 

２．取組 

 

（１）名張市空家等管理活用支援法人の指定について 

 

（２）名張市における「ふるさと納税」を活用した空家等適正管理の受付開始について 

 

（３）名張市 すまいの活用相談会 

 

令和７年１１月８日（土）開催により、関係団体と調整中 
 

（４）（仮称）空き家見学バスツアー（参考：令和６年度 建築士と行く空き家見学バスツアー） 

 

名張市空家管理活用支援法人（令和７年４月より申請受付中）より、公募予定 

Press Release  三重県 名張市 発信日 令和７年５月７日 

本件に関するお問い合わせ先 都市整備部 住宅室 （担当者名：渡邉・西田）☎0595-63-7740 



様式第２号（第５条関係） 

 

令和７年度 空家等適正管理等事業者届出者名簿 

  

     R7.8.29 時点 

 事業者名 所 在 地 電話番号 業務（※） 備考 

１ 
有限会社 

エコジャパン 
桔梗が丘２－４－２８ 

（０５９５） 

６５－６２２７ 
庭  

２ 
株式会社 エスプリ 

ダスキンエスプリ三重 
新田１２４９－４ 

（０５９５） 

６５－８４１１ 

庭 

駆 
 

３ 
株式会社 

エム・シー・エス 
蔵持町原出５２３ 

（０５９５） 

６６－００８２ 
庭  

４ 岡田造園 木屋町１３６９－３５ 

０９０－３２５７－５３１

３（０５９５）６４－５６

３９ 

庭  

５ 株式会社 喜多建設 朝日町１１９４－１ 
（０５９５） 

６３－９１８９ 
庭  

６ 光輝建設 株式会社 梅が丘南３－６ 
（０５９５） 

４８－７３７０ 

庭 

解 

ふるさと納税 
 

７ 
三和ハウス販売 
株式会社 

桔梗が丘２－２－７ 
（０５９５） 

６５－１５８６ 
庭  

８ 
スガコー建設 

株式会社 
夏見２２７０－１ 

（０５９５） 

６３－５３７５ 

庭 

解 
 

９ 株式会社 ソバーニ 箕曲中村１８－２ 
（０５９５） 

６２－５０８２ 
庭  

１０ 株式会社 大道建設 松崎町１４２８ 
（０５９５） 

６３－７７１７ 
解  

１１ 株式会社 Ｄ・Ｇ・Ｙ 結馬字外垣内７２ 
（０５９５） 

５１－６０６２ 
庭  

１２ 株式会社 テラカド つつじが丘北２－４５ 
（０５９５） 

６８－６８１０ 
解  

１３ 富永不動産 夏見９４－９ 
（０５９５） 

６３－３２７７ 
庭  

１４ 有限会社 日新商会 美旗中村２６１８－２ 
（０５９５） 

６５－３２７８ 
解  

           【裏面あり】 

参 考 



 事業者名 所 在 地 電話番号 業務（※） 備考 

１５ 北都建設 株式会社 西原町２６８０－１ 
（０５９５） 

６５－３４０２ 

庭 

解 
 

１６ 株式会社 マルト重建 東町１８２７－５ 
（０５９５） 

６３－７５１６ 
解  

１７ 株式会社 ムラハシ 赤目町丈六３３５－３ 
（０５９５） 

６３－１５９８ 

庭 

駆 
害虫のみ 

１８ 株式会社 山﨑建設 黒田２７６１－１９ 
（０５９５） 

６４－１８７２ 

庭 
解 

 

１９ 株式会社 ヤマタケ 鴻之台１－４８－１ 
（０５９５） 

６４－１８８８ 
解  

２０ 株式会社 山中建設 安部田３０４９－３ 
（０５９５） 

６３－１２１２ 

庭 

解 
 

２１ 株式会社 ライフ 夏秋５９０ 
（０５９５） 

４２－８６６８ 

庭 

解 
 

２２ 名張近鉄ガス株式会社 桔梗が丘１－１－５－１ 
（０５９５） 

６５－２３１１ 

保 

ふるさと納税 

 

２３ 有限会社 タケシン 東田原９０ 
（０５９５） 

６５－３７０２ 

庭 

解 
 

 

●この名簿は、「名張市空家等の適正管理等事業者の紹介に関する事務処理要領」に基づ

き作成した名簿です。空き家の管理について業者に委託したいときの参考に使用してく

ださい。 

●名簿に載っていない業者に委託しても差し支えありません。 

 

※「保」・・・空家等の保守点検業務を実施いただけます。 

「庭」・・・庭木の剪定及び草刈業務を実施いただけます。 

「解」・・・空家等の解体業務を実施いただけます。 

「駆」・・・害虫・害獣の駆除業務を実施いただけます。 

「ふるさと納税」・・・「ふるさと納税」を活用した空家等適正管理を実施してい

ます。詳しくは、備考欄の二次元コードをご覧ください。 

 


























